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研究要旨 
平成 23 年度の日本消化器がん検診学会全国集計によると、わが国の地域大腸がん検診に
おける精検受診率は約 70％であるのに対して、職域では極めて低く約 30％と報告されてい
る。我々は職域検診における精検受診率向上のため、１）精検処理能を確保し、精検まで
の待ち日数を少なくすること、２）受診状況の確認、３）未受診者への受診勧奨、などを
行った。平成4年度から平成23年度の職域検診の受診数は142,437名で、精検該当者は5,180
名（3.6％）であった。このうち 95.4％が精密検査を受診していた。こうした対策でも職域
大腸がん検診の精検受診率は改善する可能性が示唆されたが、検診の効果を最大限に高め
るには組織型検診の体制を導入するような抜本的な取り組みが必要だろう。 
 
 
Ａ．研究目的 
  従来から指摘されているように、大腸が
ん検診の精検受診率は平成 4年度から低い
ままで、平成 23 年度日本消化器がん検診学
会全国集計では、53.6％（地域・職域・ド
ック等の合計）と報告されている１）。しか
しながら、地域と職域でその傾向は大きく
異なり、地域検診が精検受診率 70％前後で
推移しているのに対して、職域では低下を
続け平成 23 年度の精検受診率は 32.6％と
報告されている（図１）。 
一方、地域検診における我々の経験では、
１）説明会を実施するなど精検について受
診者の理解を深めること、２）精検処理能
を確保し、精検までの待ち日数を少なくす
ること、３）説明会での精検予約やバス送
迎などの利便性の向上、４）徹底した受診
確認と地域保健師からの受診勧奨、などに
配慮することで、90％を越える精検受診率
を達成してきた 2）。さらに職域や人間ドッ
クでの大腸がん検診においても、地域検診
と類似した方法を用いることで、90％前後
の精検受診率を継続してきた。 
 本研究では、これまでの 20 年間における
経験をもとにして、職域検診の精検受診率
向上のために重要な点を検討した。 
     

Ｂ．研究方法 
  当施設では、地域検診が業務の大半を占
めるが、職域検診や人間ドックも一部行っ
ている。地域検診においては市町村の保健
担当者と十分な連携を取り、図２のような
方法で精密検査を実施してきた。しかしな
がら、職域検診や人間ドックにおいては市
町村の保健担当者のようなキーパーソンは
必ずしも存在しないため、地域の場合とは
若干異なった方法をとっている（図３）。す
なわち、精検説明会は開催しないが、地域
の場合と同様に、精検処理能を確保し、当
施設において少ない待ち日数で精検を受け
られるようにした。そして、市町村の保健
担当者が担っていた精検該当者や未受診者
への勧奨、受診状況の把握は、当施設の職
員が確実に行うこととした。 
 以上のような方法で実施した職域や人間
ドックにおける大腸がん検診の精検受診率
及び精検受診医療機関について、平成 4年
度から平成 23 年度まで検討した。なお、有
意差の検定はカイ二乗検定で行い、1％未満
を有意差有りとした。 
 
（倫理面への配慮） 
  各種倫理指針に準拠し、個人データは用
いていない。 



 
Ｃ．研究結果 
  平成 4～23 年度の当施設の成績では、地
域検診の精検受診率 93.5％、職域検診では
95.4％、人間ドックでは 89.8％であった 
（表１）。平成 23 年度本学会全国集計によ
る精検受診率は地域検診 69.8％、職域検診
32.6％、人間ドック 41.1％と報告されてお
り１）、いずれの対策においても当施設の成
績が上回っているが、とりわけ職域検診や
人間ドックでその傾向が顕著であった（地
域・職域・ドックともｐ＜0.001）。がん発
見率も全国集計の地域 0.21％、職域 0.04％、
人間ドック 0.06％に対して、当施設は地域
0.26％、職域 0.15％、人間ドック 0.16％と
有意に高く（ｐ＜0.001）、精検受診率との
密接な関係が伺えた。当施設の地域・職域・
人間ドックにおける精検受診率の年次推移
をみると、３群はいずれの年度においても
90％前後の成績を維持していた（図４）。 
 精検受診医療機関の推移をみると（図５）、
地域検診では当施設受診の割合が低下を続
け、平成 5年度の 87％から平成 23 年度の
34％まで低下した（ｐ＜0.001）。一方、職
域検診や人間ドックでは当施設受診の割合
は 80％以上の高値を維持していた。 
 
Ｄ．考察 
 大腸癌による死亡数は増加を続け、わが
国における平成24年の死亡数は47,276人、
臓器別癌死亡数の第 3位（男性第 3位、女
性第 1位）を占めている 3）。多方面からの
十分な大腸がん対策が求められるが、その
一つとしてがん検診に期待がかかる。しか
し、厚生労働省から報告されているがん検
診の受診率は低く 4）、さらに地域検診と同
等かそれ以上の受診数が推定されている職
域検診では、極めて低い精検受診率が報告
されるなど１）、その精度管理には大きな問
題がある。 
 職域検診の本質的な問題は何であろうか。
我々は組織型検診（organized screening）
という視点から考えるのが、最も明快だろ
うと考えている。 
国際がん研究機関では組織型検診の定義
として、１）対象年齢、検診方法、検診間
隔が明確に定められていること、２）対象
となる集団が定義されていること、３）実

施に対して責任のあるマネージメントチー
ムが存在すること、４）決定とケア（リス
ク評価、一次予防、検診、診断、治療、サ
ーベイランス、ターミナルケア）を行うヘ
ルスケアチームが存在すること、５）質を
保証する仕組みが存在すること、６）がん
の罹患や死亡を把握する仕組みが存在する
こと、をあげている 5）（表２）。そして、Ｅ
Ｕの大腸がん検診ガイドラインでは、検診
の効果を最大にするためには、組織型検診
を実施すべきであると推奨している 6）。 
この観点から地域検診を評価すると、不
十分な点はあるものの概ね組織型検診の定
義を満たすことがわかる。一方で、職域検
診においては、１）地域検診における「が
ん予防重点健康教育及びがん検診実施のた
めの指針」のような統一された指針は存在
せず、対象年齢、検診方法、検診間隔等が
明確になっていない、２）地域検診におけ
る市町村保健担当者のような、検診の運営
に責任を有し包括的な管理を行うチームが
必ずしも存在するわけではない、３）各ケ
アの実施と連携（精検受診率に関わる部分
では、精密検査や治療を担う医療機関との
連携）が不十分な場合がある、４）地域検
診のように結果を集計し報告する義務はな
く、生活習慣病検診等管理指導協議会のよ
うな問題の改善へ向けて指導する仕組みも
ない、等の点から組織型検診とは程遠い状
況にあると言えるだろう。従って、ＥＵの
ガイドラインに倣い本質的な改善を目指す
には、地域検診と同様に組織型検診の体制
を構築することが不可欠と思われる。佐々
木らが報告したように、地域検診に集約す
るというのも一つの方法だろう 7）。 
 このように組織型検診への転換が職域検
診の抜本的な改善につながると思われるも
のの、現時点において国レベルで具体的な
取り組みが予定されているわけではない。
従って、当面は各職場や検診実施機関が地
域検診での経験をもとに対処していかざる
をえないだろう。我々の経験では、当施設
で十分な数の精検を提供し、さらに当施設
の職員が受診状況の把握と受診勧奨を徹底
することで、地域検診と同等の精検受診率
を達成できた。横山らの報告でも、職域大
腸がん検診の受診勧奨および事後指導に力
を入れ、さらに隣接する健康管理センター



で精検まで実施することにより、要精検率
は8～9％と高いにもかかわらず、75％前後
の精検受診率を継続していた8）。従って、
精検への円滑な誘導及び徹底した受診状況
の把握と受診勧奨をいずれかの部署が確実
に行うことにより、精検受診率を地域と同
等に高められる可能性は十分あると思われ
る。そのためには、職域検診においても指
針等による法的な取り決めがまず必要だろ
う。 
地域検診では我々の施設で精検を受ける
割合が年々低下していたが、職域やドック
では現在まで精検受診者のほとんどは我々
の施設で受けていた。これは、地域検診で
は地元医療機関への移行が着実に進んでい
るのに対し、職域検診では地域検診ほど円
滑な流れができていないことを示している
のかもしれない。従って、職域検診での精
検医療機関への誘導に際しては、地域検診
における市町村の保健担当者以上に職場や
検診実施機関が力を注ぐ必要があると思わ
れる。 
Ｅ．結論 
 我々の経験を通し、職域検診における精
検受診率向上策について考察した。本論文
で組織型検診の重要性を述べたが、わが国
においても以前から熱心に検診を実施して
いる地域や職域では、これに類することが
当然のこととして考えられてきたのではな
いだろうか。しかし、全ての職域で自発的
にこうした仕組みが導入されるとは考えら
れない。地域検診と同様に、職域検診にお
いても、法的な裏付けをもとにした組織型
検診の体制を構築するような抜本的な対策
が必要だろう。 
 
 本論文の要旨は第21回JDDW（東京）・第
51回日本消化器がん検診学会大会の特別企
画（主題）1「がん検診の精度管理」におい
て発表した。 
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